
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

二

六

号

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
前
川
清
成
参
議
院
議
員
提
出
の
「
『
個
別
事
件
』
に
関
す
る
国
会
答
弁
に
つ
い
て

の
質
問
主
意
書
」
に
係
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
前
川
清
成
参
議
院
議
員
提
出
の
「
『
個
別
事
件
』
に
関
す
る
国
会
答
弁
に
つ
い
て

の
質
問
主
意
書
」
に
係
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
前
川
清
成
参
議
院
議
員
提
出
の
「
「
個
別
事
件
」
に
関
す
る
国
会
答
弁
に
つ
い
て
の
質
問
主
意

書
」
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
六
月
十
一
日
の
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
松
野
信
夫
議
員
が
防
衛
医
大
教
授
痴
漢
冤
罪
事
件
に
関

し
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
森
英
介
法
務
大
臣
は
、
「
個
別
の
事
件
の
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
私
の
法
務
大
臣
と
し
て
の
所
感

を
申
し
述
べ
る
の
は
差
し
控
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
」
と
答
え
ら
れ
た
の
は
、
憲
法
第
七
十
六
条
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
、
同
法
第
五
十
三
条
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四

号
）
等
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
対
応
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
ど
の
条
文
の
、
ど
の
部
分
を
根
拠
に
な
さ
れ
た

の
か
具
体
的
に
明
示
さ
れ
た
い
。

二

ま
た
松
野
議
員
の
飯
塚
事
件
に
つ
い
て
検
察
は
も
う
一
度
見
直
す
の
か
と
の
質
問
に
対
し
て
、
大
野
恒
太
郎
法
務
省
刑
事

局
長
も
「
個
別
事
件
に
つ
い
て
は
お
答
え
を
差
し
控
え
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
」
と
、
憲
法
第
七
十
六
条
、
刑
事
訴
訟
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
、
同
法
第
五
十
三
条
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法

一



律
第
六
十
四
号
）
等
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
答
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
ど
の
条
文
の
、
ど
の
部
分
を
根
拠

に
な
さ
れ
た
の
か
具
体
的
に
明
示
さ
れ
た
い
。

三

「
他
方
に
お
い
て
、
同
日
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
木
庭
健
太
郎
議
員
が
『
足
利
事
件
』
に
関
し
て
、
『
菅
家
さ
ん

は
、
警
察
か
ら
白
状
し
ろ
と
か
、
お
前
が
や
っ
た
と
迫
ら
れ
て
身
体
を
揺
す
ら
れ
た
、
髪
の
毛
を
引
っ
張
ら
れ
た
、
不
当
な

取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
事
実
に
関
し
て
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
』
と
質
問
し
た
際

に
は
、
大
野
局
長
は
『
こ
の
事
件
に
つ
き
ま
し
て
は
云
々
』
と
述
べ
て
、
訴
訟
の
具
体
的
な
争
点
に
も
言
及
し
て
い
る
。
」

と
あ
る
が
、
大
野
局
長
は
、
憲
法
第
七
十
六
条
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
、
同

法
第
五
十
三
条
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
等
の
ど
の
条
文
の
、
ど
の
部
分
の
趣
旨
を

踏
ま
え
て
、
個
別
の
訴
訟
の
具
体
的
な
争
点
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
の
か
、
具
体
的
に
明
示
さ
れ
た
い
。

四

前
川
清
成
参
議
院
議
員
は
質
問
主
意
書
の
前
文
に
お
い
て
、
「
確
か
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
、
事
件
当
事
者
の
人
権
に
配

慮
す
べ
き
場
合
等
も
存
す
る
が
、
社
会
は
個
別
事
件
が
積
み
重
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
お
よ
そ
『
個
別
事
件
』
を
理

由
に
国
会
審
議
を
拒
絶
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
国
会
審
議
が
成
り
立
た
な
い
し
、
個
別
事
件
を
離
れ
て
抽
象
論
に
終
始
す

る
な
ら
ば
、
国
民
生
活
の
実
態
を
反
映
し
な
い
、
上
滑
り
の
観
念
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

二



に
対
す
る
現
法
務
大
臣
の
見
解
は
如
何
に
。

右
質
問
す
る
。

三


